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クールビズ実施について

当事務所では、環境省の提唱す

る地球温暖化防止対策の一環であ

る「クールビズ」に賛同し、実施

しております。

皆様には趣旨をご理解のうえ、

ご協力いただきたくお願い申しあ

げます。

また、皆様におかれましても、

どうぞ軽装でお越しくださいま

せ。

・ 実施期間：5月７日から10

月31日まで（予定）

・ 実施内容：ノーネクタイ・

ノー上着の励行、エアコン温度

を高めに設定

のなかにも、納税額の計算に影響するものと影

響しないものがあるなど、実際の納税額の計算

は、複雑です。

そこで、小規模事業者の事務負担に配慮し

て設けられたのが、「簡易課税制度」です。

簡易課税制度では、Ａ社に支払った消費税

額を考慮することなしに、Ｃから預かった消費

税額のみで、税務署へ納める税額を計算しま

す。

具体的には、預かった税額に、業種ごとに

定められた率（小売業者の場合は80パーセン

ト。「みなし仕入率」といいます）を乗じた金額

（240×80％＝192円）を計算し、これを預

かった税額から差し引いた金額が納税額となり

ます。つまり、240ー192＝48円です。

先ほどの計算では、納税額は80円でした。

これが48円で済むということになれば、Ｂ社の

手元には80－48＝32円が残ることになりま

す。これが「益税」です。

このことは、消費者が負担した240円のう

ち、32円は国庫に入らない、ということも意味し

ています。

この問題点の緩和を図るため、簡易課税制

度については、これまで何回かの改正が行わ

れてはいますが、消費税率の今後のさらなる

引き上げで、この益税がますます増えることが

懸念されていました。

そのため、平成26年度税制改正では、みな

し仕入率と実際の課税仕入率の差が特に大き

かった「金融保険業」と「不動産業」について、

下記のとおり、みなし仕入率が見直されること

となりました。

この改正は、平成27年4月1日以後に開始

する事業年度（個人事業者は平成28年）から

適用されます。

※ 上記では、わかりやすく「小売業」を例にしていますが、小売業については、今回

の改正内容には含まれていません。

消費税率が改正されてから２か月が経過し

ました。

報道によれば、駆け込み需要の反動で売上

が減少した業界もあれば、企業努力などによっ

てむしろ売上を増やした企業もあり、なかには、

「売上は増えたが、駆け込み需要を３月までに

さばけず、受注残が４月分の売上となっただ

け」というケースもあったそうです。

消費税は、その名のとおり、消費者が負担

する税金ですから、税率が上がれば、当然そ

の分の負担が増します。

しかし、ケースによっては、事業者は逆に得

をすることになる問題が、従来から指摘されて

います。これは「益税問題」と呼ばれています。

益税問題が発生する原因は、いくつか挙げ

られていますが、今回は、「簡易課税制度」を

取り上げます。

その前に、消費税の基本的なしくみのおさら

いです。下の図をご覧ください。

矢印は、お金の流れを示しています。

小売業者（Ｂ社）は、2,000円の商品を仕入

れる際、８パーセントの消費税160円を卸売業

者（Ａ社）に支払います。

消費者（ｃ）が、この商品をＢ社から購入する

際は、商品の代金3,000円といっしょに、消費

税240円を支払います。

そうすると、Ｂ社は、Ｃから消費税240円を

受け取り、Ａ社に160円支払ったことになります

（実際の順序は逆かもしれませんが）。

Ｂ社は、こうして手元に残った80円を税務署

（国庫）へ納めます。

つまり、消費税について、Ｂ社は得も損もして

いません。事業者にとっては、消費税は「預り

金」に過ぎない、と言われるのは、このような意

味です。

上記では、Ｂ社は、売上と仕入がそれぞれ１

件しかありませんから、税務署へ納める税額を

計算するのに苦労はありません。

しかし、現実の取引件数を考えた場合に

は、それなりの事務負担が生じます。さらに、

消費税法上、売上や仕入、経費のなかには、

消費税がかからないものがあり、「かからない」

業種区分 現行 改正後

卸売業
第１種事業

90％

小売業
第２種事業

80％

農林水産業・建設業・製造業など
第３種事業

70％

飲食店業など
第４種事業

60％
金融保険業

第５種事業

50％

サービス業
第５種事業

50％
不動産業

第６種事業

40％

2,000円 3,000円

卸売業者 税 160円 小売業者 税 240円 消費者

（Ａ社） ← （Ｂ社） ← （Ｃ）

↓ 240-160=80円

税務署


